
99 広報みほ　平成３０年７月号

７０歳以上の方の国民健康保険

　　　被保険者証を更新します

７０歳以上の方の国民健康保険

　　　被保険者証を更新します
■問合せ　国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６

国民健康保険に加入している７０歳以上の方がお持ちの国民健康保険被保険者証（保険証）は、８月１日付け

で更新となります。新しい保険証は７月末までに簡易書留郵便で送付します。

お手元に届いたら、保険証の記載内容に間違いがないかどうかご確認ください。また、現在使用中の保険

証については、有効期限経過後に各自で責任を持って処分してください。

平成３０年度より、７０歳以上の方の保険証には高齢受給者証（青いカード）の内容が記載されるようになり

ました。それに伴い、高齢受給者証は廃止されています。

１カ月に医療機関等に支払った自己負担額が決められた上限額を超えた場合、その超えた分が高額療養費

として支給されますが、７０歳以上の方の上限額が平成３０年８月より次のとおり変更となります。

７０歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が変わります

国民健康保険税の納税通知書を送付します

平成３０年度から国民健康保険の納税通知書の送付時期は７月中旬に変更となっています。ご注意ください。

税額や納期の変更に関する詳細につきましては、以下をご確認ください。

・税額・税率について　→　広報（平成３０年６月号）・

・納期について　　　　→　広報（平成３０年３月号）・

国民健康

　　保険

国民健康

　　保険

　　外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）所得区分

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

一般
１８，０００円

【年間上限１４４，０００円】

５７，６００円

【多数回４４，４００円】

１５，０００円
８，０００円

２４，６００円

２５２，６００円＋（医療費－８４２，０００円）×１％【多数回１４０，１００円】

１６７，４００円＋（医療費－５５８，０００円）×１％【多数回９３，０００円】

８０，１００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％【多数回４４，４００円】

現
役
並
み

所
得
者

課税所得６９０万円以上

課税所得３８０万円以上６９０万円未満

課税所得１４５万円以上３８０万円未満

課税所得１４５万円未満

住民税非課税で低所得Ⅰ非該当

住民税非課税で年金収入８０万円以下等

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

所得区分が低所得Ⅱ及びⅠの方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）が交付さ

れます。また、所得区分が現役並み所得者Ⅱ及びⅠの方は、申請により限度額適用認定証（限度額認定証）

が交付されます。

減額認定証または限度額認定証を保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示すると、１カ月の自己負担限度

額が上記表の金額までとなります。減額認定証等を提示しない場合の自己負担額は、低所得Ⅱ及びⅠの方

は一般と同様に、現役並み所得者Ⅱ及びⅠの方は現役並みⅢと同様に扱われますのでご注意ください。

※減額認定証を提示した方は、入院時の食事代等も減額になります。

※国民健康保険税に滞納がない方が対象です。

※現在認定証をお持ちの方も８月以降分は新たに申請が必要です。

◎限度額適用・標準負担額減額認定証等の申請

美浦村ホームページ「平成３０年度から国民健康

　　　　保険税の税額・税率などが変わります」

※多数回は、過去１２カ月に４回以上、高額療養費の支給があった場合の４回目以降の額となります。

①現役並み所得者の区分が細分化され、自己負担限度額が変わります。

②一般の外来自己負担限度額が前年度の１４，０００円より増額され、１８，０００円になりました。

８０，１００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％【多数回４４，４００円】

１６７，４００円＋（医療費－５５８，０００円）×１％【多数回９３，０００円】課税所得３８０万円以上６９０万円未満

２５２，６００円＋（医療費－８４２，０００円）×１％【多数回１４０，１００円】課税所得６９０万円以上

課税所得１４５万円以上３８０万円未満

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

１８，０００円

【年間上限１４４，０００円】

①

②

変更点


